
令 和 ８ 年 ４ 月  １ 日  

福岡北九州高速道路公社 

 

 

ＩＣＴ活用工事試行要領の改定について（お知らせ） 

 

１． 目的 

建設業においては、今後の熟練技術者の退職等による労働不足や若手技術者の入

職の減少等による将来の担い手確保が大きな課題となっています。これらの課題に対し

て、福岡北九州高速道路公社はでは「ＩＣＴ活用工事」等を建設現場に導入することによ

って、生産性や品質、安全性の向上を図り、魅力ある建設現場を目指す取り組みを進め

ています。 

つきましては、取り組みの趣旨を十分に踏まえ、適切な対応をお願い致します。 

 

 

２． 主な改定点 
「土工」→「土工1000m3以上」、「土工 1000m3 未満」に分割 

「床掘工」→「作業土工（床掘工）」に変更 

「小規模土工」の廃止（掘削は「土工 1000m3 未満」に統合） 

「構造物工（橋梁上部）」、「構造物工（橋脚・橋台）」、「コンクリート堰堤工」の追加 

 

 

３． 実施方法 

別紙、「ＩＣＴ活用工事試行要領（令和８年４月）」参照 

 

 

４．適用年月日 

令和８年４月１日以降に起工する工事に適用する。 

 

 

５． 問い合わせ先 

福岡北九州高速道路公社 技術管理課 

ＴＥＬ ：０９２－６３１－３２９３ 

ＦＡＸ ：０９２－６４３－７０６１ 

メール：fkue-gikan@fk-tosikou.or.jp 

mailto:fkue-gikan@fk-tosikou.or.jp



























































